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申
込
み
　
〜
10
月
29
日
（
金
）

受
診
期
間
　
〜
令
和
４
年
２
月
末
日
ま
で

持
ち
物
　
保
険
証
、
印
鑑
、
ピ
ン
ク
色
の
特

定
健
康
診
査
受
診
券
（
対
象
者
に
は
５
月

下
旬
に
お
届
け
し
て
い
ま
す
。
お
持
ち
で

な
い
場
合
申
込
み
で
き
ま
せ
ん
。）

対
象

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る

方
で
、
有
田
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
方

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
滞
納
が
な
い
方

・
今
年
度
に
特
定
健
診
な
ど
を
受
診
し
て
い

な
い
方

※

前
年
度
に
脳
ド
ッ
ク
の
助
成
を
受
け
ら
れ
た

方
は
、今
年
度
は
助
成
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
健
康
課
　
℡
22 

ー 

３
５
１
２

　
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
申
請
に
よ

り
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」
が
交
付
さ
れ
ま
す
。
医
療
機
関
に
提
示

す
る
と
、
窓
口
で
の
医
療
費
の
自
己
負
担
額

に
加
え
入
院
時
の
食
事
代
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

食
事
代
の
差
額
に
つ
い
て
は
、
市
役
所
で
の

申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、「
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
申
請
し
、

支
払
っ
た
分
の
領
収
書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※

新
し
い
被
保
険
者
証
（
認
定
証
）
が
届
い
た

ら
、
現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者
証
（
認
定
証
）

は
８
月
１
日
以
降
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

市
役
所
へ
ご
返
却
い
た
だ
く
か
、
細
か
く

裁
断
す
る
な
ど
し
て
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
健
康
課
　
℡
22 

ー 

３
５
０
４

後
期
高
齢
者
医
療
１
日
ド
ッ
ク

　（
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
）助
成
制
度

問

申

問
・

限度額適用・標準負担額減額
認定証及び限度額適用認定証

現在認定証をお持ちの方で、
8月以降も対象となる方

7月中旬から順次

普 通 郵 便

白　色

８月１日（日）～

被保険者証

すべての被保険者

7月初旬から順次

簡 易 書 留

うすいみず色

７月１日（木）～

送付対象者

送 付 時 期

送 付 方 法

　　色

使用可能日

自己負担額

7,000円

7,000円

10,000円

9,200円

受診機関

市 立 病 院

桜ヶ丘病院

市 立 病 院

ひだか病院

検診名

人間ドック

脳ドック

※脳外科で診療を受けている方、体内に
　ペースメーカーや金属を入れている方
　は脳ドックの受診はできません。
※定員になり次第、受付を締め切ります。

7月は“社会を明るくする運動”の強化月間
この運動は、みんなの力を合わせて「犯罪や非行のない明るい社会、明るいまちを
作りましょう」という全国的な運動で、今年で71回目になります。

令
和
３
年
度

　
固
定
資
産
税
（
第
２
期
）

　
国
民
健
康
保
険
税
（
第
１
期
）

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
第
１
期
）

　
介
護
保
険
料
（
第
１
期
）

　
　
納
期
限
は
８
月
２
日
（
月
）
で
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
届
け
し
ま
す

　　介護保険料・介護保険制度の変更　 　　高齢介護課　℡ 22-3538問

　介護保険料は３年度ごとに介護保険事業計画及び老人福祉計画を策定し、各事業内容や保険料の見直しをし
ています。令和３年度からの３年間の保険料は、下記のとおり令和2年度から据え置きとなりました。

【主な改正点】
・高額介護（介護予防）サービス費について、現役並み所得者の年収に応じて利用者負担の上限額（月
　額）が変更となります。
・低所得の方の施設サービス費が軽減される制度である負担限度額認定の要件及び食費の負担限度額が
　一部変更となります。

所得段階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

対　　　象

本人が住民税課税

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、
前年の課税年金収入などが80万円以下の方

前年の課税年金収入などが120万円以下の方

前年の課税年金収入などが120万円を超える方

前年の課税年金収入などが80万円以下の方

前年の課税年金収入などが80万円を超える方

前年の合計所得金額が120万円未満の方

前年の合計所得金額が120～210万円未満の方

前年の合計所得金額が210～320万円未満の方

前年の合計所得金額が320万円以上の方

保険料年額

23,040円

38,400円

53,760円

69,120円

76,800円

92,160円

99,840円

115,200円

130,560円

本人が

住民税

非課税

住民税　

非課税　

世帯　　

住民税　

課税世帯
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■
申
請
免
除
制
度

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
困
難
な
場
合
（
本
人
・
配
偶
者
・
世

帯
主
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合

等
）、
申
請
を
し
て
承
認
さ
れ
る
と
、
保
険

料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
申
請
免
除
制
度
が

あ
り
ま
す
。

承
認
期
間
　
７
月
〜
翌
年
６
月
で
す
。（
途

中
か
ら
の
申
請
も
可
能
。）

免
除
の
種
類
　
全
額
免
除
、
一
部
免
除
（
４

分
の
１
免
除
、半
額
免
除
、４
分
の
３
免
除
）

※

退
職
（
失
業
）
を
理
由
と
し
た
特
例
免
除

制
度
も
あ
り
ま
す
。
退
職
（
失
業
）
さ
れ

た
方
の
所
得
を
除
外
し
て
免
除
の
審
査
を

行
い
ま
す
。（
申
請
に
は
、
雇
用
保
険
被

保
険
者
離
職
票
、
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
の
写
し
等
が
必
要
で
す
。）

■
納
付
猶
予
制
度

　
50
歳
未
満
の
方
で
、
本
人
・
配
偶
者
の
前

年
所
得
が
一
定
額
以
下
で
あ
れ
ば
、
申
請
に

よ
り
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。（
世

帯
主
の
所
得
は
審
査
の
対
象
外
。）

　
承
認
さ
れ
た
期
間
は
老
齢
基
礎
年
金
を
受

け
取
る
た
め
に
必
要
な
期
間
に
算
入
さ
れ
ま

す
が
、
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

※

保
険
料
を
納
め
な
い
ま
ま
に
し
て
お
く

と
、「
も
し
も
」
の
と
き
の
障
害
基
礎
年

金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
納
め
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
は
、
申
請
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
和
歌
山
西
年
金
事
務
所

℡
０
７
３ 

ー 

４
４
７ 

ー 

１
６
６
０

　
　
健
康
課
　
℡
22 

ー 

３
５
０
４

ペ
ー
ジ
）
か
ら
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※
７
月
８
日
以
降
、
動
画
視
聴
に
必
要
な
Ｕ

Ｒ
Ｌ
等
を
メ
ー
ル
に
て
送
付
し
ま
す
。

　
　
和
歌
山
県
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
ポ
ラ
リ
ス 

℡
０
７
３ 
ー 
４
１
３ 

ー 

３
２
０
０

日
時
　
７
月
27
日
（
火
）
19
時
30
分
〜
21
時

講
師
　
新
田 

佐
津
紀 

先
生 

場
所
　
保
健
セ
ン
タ
ー

持
ち
物
　
タ
オ
ル
、
飲
み
物
、
お
持
ち
の
方

は
ヨ
ガ
マ
ッ
ト

申
込
期
間
　
７
月
14
日
（
水
）
〜
21
日
（
水
）

対
象
　
20
〜
74
歳
の
有
田
市
民
の
方

定
員
　
20
名（
定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選
）

保
健
セ
ン
タ
ー
　
℡
82 

ー 

３
２
２
３

　
ヨ
ガ
で
体
も
心
も
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
ま
せ

ん
か
？
教
室
終
了
後
、
希
望
者
に
は
健
康

チ
ェ
ッ
ク
（
体
組
成
計
な
ど
）
も
あ
り
ま
す
。

日
時
　
７
月
26
日
（
月
）
９
時
30
分
〜
10
時

30
分
（
受
付
　
９
時
15
分
〜
）

講
師
　
ギ
リ
・
ガ
ネ
ー
シ
ュ
氏

場
所
　
文
化
福
祉
セ
ン
タ
ー

対
象
　
有
田
市
の
小
学
生
と
そ
の
保
護
者

定
員
　
15
組（
定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選
）

申
込
期
間
　
７
月
１
日
（
木
）
〜
20
日
（
火
）

持
ち
物
　
運
動
し
や
す
い
服
装
、
飲
み
物
、

タ
オ
ル
な
ど

保
健
セ
ン
タ
ー
　
℡
82 

ー 

３
２
２
３

　
様
々
な
事
情
で
保
護
者
と
暮
ら
す
こ
と
が

出
来
な
い
子
ど
も
た
ち
が
い
ま
す
。
家
庭
を

必
要
と
す
る
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
、「
お

か
え
り
」
と
「
た
だ
い
ま
」
を
言
え
る
場
所

に
な
り
ま
せ
ん
か
？

　
養
育
里
親
・
養
子
縁
組
里
親
・
週
末
里
親
等
、

色
々
な
形
で
家
庭
に
迎
え
て
く
だ
さ
る
方
を

探
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
の
た

め
に
「
里
親
」
を
は
じ
め
て
み
ま
せ
ん
か
？

■
里
親
相
談
会

日
時
　
７
月
30
日
（
金
）

場
所
　
市
役
所
２
階
　
福
祉
相
談
室

■
パ
ネ
ル
展
示

日
時
　
７
月
26
日
（
月
）
〜
７
月
30
日
（
金
）

場
所
　
市
役
所
２
階
　
出
納
室
前

問
　
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
「
な
で
し
こ
」

℡
０
７
３
６ 

ー 

69 

ー 

１
０
０
４

　
家
庭
か
ら
出
る
生
ご
み
を
減
量
し
、
堆
肥

と
し
て
の
再
資
源
化
が
で
き
る
生
ご
み
処
理

容
器
（
コ
ン
ポ
ス
ト
）・
処
理
機
を
購
入
さ

れ
る
方
が
次
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
補
助

金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

対
象
者

・
市
内
在
住
の
方

・
市
税
等
を
完
納
し
て
い
る
方

補
助
金
額
　
購
入
価
格
の
２
分
の
１

　（
１
０
０
円
未
満
切
捨
）
で
上
限
あ
り

・
生
ご
み
処
理
容
器
　
上
限
３
，
０
０
０
円

・
生
ご
み
処
理
機
　
上
限
２
０
，
０
０
０
円

申
請
期
間
　
購
入
日
よ
り
１
年
以
内

※

生
ご
み
処
理
機
の
貸
与
制
度
（
期
間
は

４
ヶ
月
）
も
あ
り
ま
す
。

　
　
生
活
環
境
課
　
℡
22 

ー 

３
５
６
５

　
７
月
１
日
付
で
法
務
大
臣
か
ら
次
の
方
が

新
し
く
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　
下
田 

喜
久
惠
（
有
田
市
宮
崎
町
）

　
　
市
民
課
　
℡
22 

ー 

３
５
５
８

　
青
少
年
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
に
、
わ

た
し
た
ち
に
今
、
で
き
る
こ
と
は
？

期
間
　
７
月
１
日
（
木
）
〜
８
月
31
日
（
火
）

◆
家
族
の
ふ
れ
あ
い

◆
地
域
の
絆

◆
安
全
・
安
心
な
環
境
づ
く
り

◆
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ

　
教
育
委
員
会

　
有
田
市
青
少
年
育
成
市
民
会
議

　
就
職
活
動
が
う
ま
く
い
か
な
い
、
仕
事
が

続
か
な
い
な
ど
の
就
労
に
関
す
る
お
悩
み
に

寄
り
添
い
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

■
就
労
出
張
相
談
（
要
予
約 ※

相
談
無
料
）

対
象
　
15
歳
〜
49
歳
の
無
業
の
方
と
そ
の
家
族

日
時
　
第
２
木
曜
日
　
10
時
〜
16
時

場
所
　
紀
州
有
田
商
工
会
議
所
　

　
　
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
わ
か
や
ま

℡
０
７
３ 

ー 

４
２
７ 

ー 

３
５
０
０

講
師
　
宮
本 

信
也 

氏

日
時
　
７
月
９
日
（
金
）
〜
21
日
（
水
）

配
信
　
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
に
よ
る
限
定
公
開

申
込
み
　
７
月
20
日
（
火
）
17
時
ま
で

※

電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
（
ポ
ラ
リ
ス
ホ
ー
ム

若
返
り
リ
ン
パ
エ
ク
サ
サ
イ
ズ

親
子
で
体
験
！
！
イ
ン
ド
式
ヨ
ガ
教
室

人
権
擁
護
委
員
の
紹
介

国
民
年
金
保
険
料

家
庭
で
暮
ら
せ
な
い
子
ど
も
の
た
め
に

　
　
　地
域
で
支
え
る
「
家
庭
養
育
」

生
ご
み
の
減
量
化
に
ご
協
力
を
！

夏
の
子
供
を
守
る
運
動

「
働
き
た
い
」
を
応
援
し
ま
す
！

発
達
障
害
の
あ
る
子
ど
も
へ
の
支
援

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　動
画
配
信

問

問問

問問

問

問　市民課　℡ 22- 3561

教

　室

申
問
・

申
問
・

に
っ

た

さ

つ

き

し
も

み
や
も
と

し
ん

や

だ

き

く

え


